
時間単価算出のための人件費対象者賃金台帳 

         EXCELの賃金台帳シートについて（交付申請チェック） 

 

 

●式を壊さず EXCEL 入力するには：列の削除・移動を行わないで下さい。 

 （具体的には下記） 

・2013 年 4 月から 2014年 5 月まで入力できる表になっているが、使用する列にのみ入力

し、使用しない列を削除せず、空欄のままにしておく。 

・「６月給与支給→賞与→７月給与」の順に賞与が支給されていなくても、賞与の位置を 

動かさない。「12月給与→賞与→1月給与」「3月給与→賞与→4月給与」も同様。 

G列   ：2013年 4月～2013年 8月の賞与 

N列   ：2013年 9月～2014年 2月の賞与 

R列   ：2014年 3月～2014年 5月の賞与 

であれば、正確に計算できる。 

賞与の列には給与の列と違う計算式が入っているので、動かさず計算を進めたい。 

 

◇年間総支給額 

※それぞれの賃金台帳の期間にあわせ「会社カレンダー」・「年間理論総労働時間算定表」 

を作成する。 

年間総支給額に含むもの・含まないものは正しく分類できているか。 

※わからない項目は、給与定等に項目内容が説明されている場合もある。 

不明な項目は補助事業者に確認。 

＜年間総支給額の算定に含む手当等＞ 

基本給、家族手当、住居手当、通勤手当、食事手当、役付手当、職階手当、皆勤手当、能

率手当、生産手当、各種技術手当、特別勤務手当、勤務地手当、賞与等。 

※金銭で支給されるもので、実質的に福利厚生的な手当は対象となりません。 

＜年間総支給額の算に含まない金額＞ 

超過勤務手当、深夜勤務手当、休日出勤手当、残業手当相当手当、解雇予告手当、退職手

当、結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金、年金、恩給、健康保険の傷病手当金、労災保険

の休業補償給付、家賃、地代、預金利子、株主配当金、大入袋、出張旅費、役員報酬等。 

（【事務処理の手引き】P38抜粋） 

※標準報酬月は「健康保険・厚生年金保険者標準報酬決定通知書」を引用する。 

申請用の賃金総支給額から算定するのではない。 

 

◇年間法定福利費 

料率を過不足なく（該当する項目のみ）入力する。 

 １項目につき（例：健康保険）、重複している月（２行以上に同項目が並ぶ等）や途切れ

ている月がないか確認する。 

※賞与の列を動かしている場合は、動かした列前後１列はすべてに電卓を入れる。 

（式が壊れ、直し忘れ等間違い多発。） 



※年間法定福利費は、誤って従業員負担分の料率を入力している場合があるため、事業主 

負担分か確認する。 

 

※料率の入力漏れが多い。 

※介護・雇用保険については年齢により料率入力の要・不要があることに注意しつつ、入力 

すること。 

 

●介護保険・雇用保険は生年月日で自動的には表示・非表示が行われない為、不要な値は消

しておく。 

◆雇用保険 昭和 24年（1949年）7月 1日生まれ 

  2013年 

4月 

 

5月 

 

6月 

 

7月 

 

8月 

雇用保険  0 0 0 0 0 

      ↑ 

（2014年 4月 1日時点で 64歳以上のため、雇用保険の料率は入力しない。） 

 

例1） 2013年 4月末現在 38歳未満なら、賃金台帳の期間内介護保険料を課される

ことはないため、介護保険料率は入力しない。 

注：入力すると、各月に値が入ってしまう。 

 

例2） 2013年 4月末現在 38～39歳で、賃金台帳の期間内に 40歳になる時、 

介護保険料率を入力する。すべての月に介護保険料が自動設定される為、 

不要月については、介護保険料を手作業で消す。 

◆介護保険 昭和 48年（1973年）7月 1日生まれ 

  2013年 

4月 

 

5月 

 

6月 

 

7月 

 

・・・ 

介護保険 7.75 3,178 3,178 3,178 3,178 ・・・ 

      ↑ 

（生年月日で自動判定しないため、 

介護保険料率を入力する） 

 

◆介護保険 昭和 49年（1974年）5月 10日生まれ 

  2013年 

4月 

 

5月 

 

6月 

 

7月 

 

8月 

介護保険  0 0 0 0 0 

      ↑ 

（賃金台帳作成期間 2013年 4月～2014年 3月に 40歳にならない為、 

介護保険の料率を入力しない。） 

 

  

自動計算 

削除もしくは 0を入力 



参考：事業主負担分の料率の調べ方 

 

業主は毎月給与から社会保険料を控除しているため、料率を把握しているので不明点は、 

給与計算担当者・総務部門に確認してもらうのがベスト 

 

１．健康保険について 

・協会けんぽですか？→（１）へ 

・健保組合ですか？ →（２）へ 

・わからない場合 

「健康保険・厚生年金保険者標準報酬決定通知書」」の写しを見て、 

 

決定後の標準報酬月額（健保）欄に 

・標準報酬月額が記載されている場合は、協会けんぽに加入→（１）へ 

・標準報酬月額が空欄の場合は、健康保険組合に加入   →（２）へ 

 

 

（１）協会けんぽの場合（全国一律ではなく、県ごとに違うので注意！） 

「健康保険・厚生年金保険者標準報酬決定通知書」」の写しを見て、 

右下の「日本年金機構理事長（○○）」の「○○」が愛知県内なら、 

・平成 24年 3月～：「49.85／1000」（事業主負担分の料率） 

   平成 26年 3月分まで変動なし 

 

  



愛知県以外なら、協会けんぽのホームページから該当年月・該当県の料率を調べる 

 

 

 

 

 

必要年度を選択の後、該当県を選択 

ここを選択 



 

例．「岐阜県」の場合 

 事業主と従業員は（健康保険は）折半なので、 

「（岐阜県の事業主負担分の料率は）９．９９％÷２＝４．９９５％」 

 

※重要：この書類の下部に計算方法が詳細に書かれている。 

 

（２）健保組合の場合 

健保組合から事業主負担の料率がわかる資料を受け取っているはず。補助事業者の手元にな

ければ取り寄せて提出してもらう。 

  



２．厚生年金保険について 

・厚生年金基金に加入していますか？ 

  ・加入していない→（１）へ 

  ・加入している →（２）へ 

・わからない場合 

「健康保険・厚生年金保険者標準報酬決定通知書」」の写しを見て、 

 

・種別が「特例第一種」「特例第二種」の場合は、基金に加入 →（２）へ 

・種別が「第一種」「第二種」の場合は、基金に加入していない→（１）へ 

 

 

（１）基金には加入していない場合（厚生年金保険の料率は全国一律） 

・平成 24年 9月～平成 25年 8月： 

「83.83／1000」（事業主負担分の料率） 

・平成 25年 9月～平成 26年 8月： 

「85.60／1000」（事業主負担分の料率） 

 

（２）基金に加入している場合 

基金から事業主負担の料率がわかる資料を受け取っているはず。補助事業者の手元になけれ

ば取り寄せて提出してもらう。 

厚生年金基金と厚生年金の料率の合計で入力するのではなく、厚生年金と厚生年金基金を分

けて入力して欲しい。 

＜ポイント＞ 

・賞与と給与で料率が違う場合も多い。賞与時、給与時がわかる形で料率をもらう。 

・加算適用・非適用がある場合もある。加算適用・非適用の条件がわかる形でもらう。 

・「基金と厚生年金の料率を合計したもの」ではなく、基金部分、厚生年金部分を個別に

把握できる形で料率をもらう 

・賃金台帳の期間を網羅するように料率をもらう。 



例． 

 

  



３．介護保険 

健康保険は 

・協会けんぽですか？→（１）へ 

・健保組合ですか？ →（２）へ 

（１）健康保険が協会けんぽの場合 

（注意：介護保険の料率は協会けんぽでは全国一律） 

協会けんぽの事業主負担分の介護保険料率は、次のとおりとなります。 

  

 【一般被保険者】 

・平成 24年 3月（5月 1日納付期限分）～平成 26年 2月： 

「7.75／1000」（事業主負担分の料率） 

・平成 26年 3月（4月 30日納付期限分）～： 

「8.60／1000」（事業主負担分の料率） 

 

 

（２）健康保険が健保組合の場合 

健保組合から事業主負担の介護保険の料率がわかる資料を受け取っているはず。 

補助事業者の手元になければ取り寄せて提出してもらう。 

 

 

  



４．雇用保険 

「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」または「労働保険料等納入通知書」 

から雇用保険料率（労働者負担分＋事業主負担分）を調べる。（※年度に注意！）  

下表を参考に、事業主負担分を調べ、賃金台帳に入力する。 

（※事業主と労働者は折半ではない！） 

 

平成 24年度・25年度・26年度の雇用保険料率は同じ 

 労働者負担 事業主負担 雇用保険料率 

一般の事業 5／1000 8.5／1000 13.5／1000 

農林水産 

清酒製造の事業 
6／1000 9.5／1000 15.5／1000 

建設の事業 6／1000 10.5／1000 16.5／1000 

（厚生労働省：雇用保険料率表より抜粋） 

 

 

５．労災保険（会社ごとに労災保険料率は異なる） 

「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」または「労働保険料等納入通知書」 

から労災保険料率（労働者負担分＋事業主負担分）を調べる。 

（※２年度分書かれているため、確定保険料率を適用する） 

労災保険は全額事業主負担に注意して賃金台帳に入力する。 

 

 

６．児童手当拠出金 

・平成 24年 4月（5月 31 日納期限）～：「1.5／1000」 

児童手当拠出金は全額事業主負担に注意して賃金台帳に入力する。 

 

 

 

 


